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浦安市宅地開発事業等に関する条例（別表第１手続き） 

１ 手続きに関する事項 

(1) 適用範囲 条例別表１適用物件 

 (2) 事前協議 別表に示す個別協議担当課及び提出書類により行う。 

 (3) 標識の設置方法 

  ア 大きさ 縦60センチメートル以上、横80センチメートル以上 

  イ 数 １か所以上 

  ウ 設置期間 周辺住民等への説明開始前の日から工事が完了する日まで。 

  エ 維持管理 設置している間においては責任を持って維持管理すること。 

  オ 記載事項 事業者の住所及び氏名（法人にあっては法人の所在地、名称及

び代表者名）、開発地の位置のほか以下に示す内容を記載すること。 

   (ｱ) 目的物の規模のうち用途、棟数、戸数、敷地面積、最高の高さ、階数、

建築面積及び延べ面積 

   (ｲ) 協定を締結した日（条例別表第２適用は確認書の交付を受けた日） 

   (ｳ) 標識を設置した日 

   (ｴ) 設計者及び施工者の住所並びに氏名（法人にあっては、法人の所在地、

名称及び担当者氏名） 

   (ｵ) 標識に関する連絡先の住所、氏名及び電話番号（法人にあっては、法人

の所在地、名称、担当者氏名及び電話番号） 

 (4) 標識の設置の届出 

  ア 設置した標識の写真（遠景及び近景）を添付する。また、近景の写真は、

標識の記載事項を確認できるものとする。 

  イ 標識を設置したときは、次の事項を記載した書面（以下「説明資料」とい

う。）を添付して、遅滞なく届け出ること。 

   (ｱ) 計画の概要 

   (ｲ) 工事の施工方法 

   (ｳ) 配置計画（建物の配置及びごみ収集施設、自動車駐車場、自転車等駐車

場、その他敷地内施設の配置）、立面図 

   (ｴ) 事業の工期 

   (ｵ) 工事中の安全対策 

   (ｶ) 工事中及び目的物の完成後に生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響と対策 

   (ｷ) 目的物の完成後の管理方法 

 (5) 周辺住民等への説明範囲 

  ア 当該開発地に接する土地（当該開発地に接する土地が道路であるときは、
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当該道路（当該開発地に接する部分に限る。）と当該開発地の反対側におい

て接する土地を含む。）に居住する者及び土地又は建築物を所有する者 

  イ 冬至において当該中高層建築物等により午前９時から午後３時までの間に

日影を生ずる範囲内に居住する者及び土地又は建築物を所有する者 

  ウ 当該中高層建築物等の敷地境界から建築物の高さの距離内に居住する者及

び土地又は建築物を所有する者 

  エ 当該中高層建築物等によるテレビジョン放送の電波障害の影響を著しく受

けると認められる者 

  注 中高層建築物等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

   １ 地盤面からの高さが10メートル（※建築物の高さではありませんので、

ご注意ください。）を超えるもの。 

   ２ 地階を除く階数が３以上のもの。ただし、第一種低層住居専用地域以外

の地域に建築する自己用住宅で、階数が３のものは除く。（※居住の用

に供しない部分を有するものは除かれません。） 

   ３ 目的となる建築物の敷地又は敷地の一部の用途地域が第一種低層住居専

用地域の場合で、軒の高さが７メートルを超えるもの。 

 (6) 周辺住民等への説明方法 

  ア 原則として戸別訪問により行うこと。説明資料を交付し、わかりやすく説

明をすること。 

  イ 説明対象者が不在の場合は、通常在宅しているであろうと予測される日時

を選び、日時を変えて数度訪問し、説明を行うこと。（不在票を投函するよ

う努めること。） 

  ウ 次に掲げる場合で、当該周辺住民等に説明資料を送付したときは説明をし

たものとみなす。 

   (ｱ) 周辺住民等の住所が、浦安市以外(市長が指定する区域を除く。)の場合 

   (ｲ) 周辺住民等の原因により説明ができなかった場合 

  エ 説明範囲内に集合住宅がある場合の特例 当該集合住宅の代表者と事業者

との話し合いにより説明範囲及び説明方法を決定したときは、戸別訪問に限

らずその決定した方法によることができる。ただし、説明対象者の住戸が前

記(5)のイ又はエに該当するときは、戸別訪問による説明が必要。 

  オ 前面道路の車線数による特例 前記(5)のアのみに該当する者への説明で

前面道路の車線数が４以上ある場合、その道路の反対側への説明は不要。 

 (7) 周辺住民等計画説明結果届の添付図書作成要領 

  ア 周辺住民等名簿 
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   (ｱ) 番号欄 周辺住民等の範囲を表示した地図に示す番号と合致させること。 

   (ｲ) 住所欄 説明対象者の住所を記載する。 

   (ｳ) 電話番号欄 説明対象者の電話番号を記載する。（説明対象者が拒否し

た場合は拒否と記載） 

   (ｴ) 周辺住民等氏名欄 居住者に説明する場合は、その世帯主の氏名を記入

する。 

   (ｵ) 被説明者氏名・続柄欄 被説明者氏名・続柄は、説明をした相手の氏名

と周辺住民等氏名欄に記入した者との続柄を記入する。 

   (ｶ) 説明者氏名欄 説明に訪問した者すべての氏名を記入する。 

   (ｷ) 説明日及び時間欄 説明日及び時間は、説明対象者が不在であった場合

を含め、説明に訪問した日時をすべて記入する。 

   (ｸ) 要望の有無欄 説明をした計画について、周辺住民等から意見を含め要

望があったかどうかの有無を記入する。 

     なお、説明資料を送付した場合で、その周辺住民等から連絡等ないとき

は、要望の有無は記入しない。 

   (ｹ) 備考欄 その周辺住民等の居住する者及び土地又は建築物を所有する者

の区分を記載する。また、説明資料を送付した場合は、郵送又は投函と

記入する。 

  イ 計画説明内容書  

   (ｱ) 周辺住民名簿において、要望ありと記入した周辺住民等ごとに作成する。 

   (ｲ) 説明内容欄 説明内容は、説明した内容及び説明時に使用した資料等の

名称を記入する。 

   (ｳ) 説明に対する応答内容欄 説明に対する応答内容は、被説明者の説明時

の応答内容を記入する。 

   (ｴ) 要望事項欄 要望事項は、周辺住民等の当該計画に関する要望等を記入

する。 

     なお、周辺住民等から書面にて要望等を受けた場合は、当周辺住民等に

了承を得た上で、その書面の写しを添付する。 

   (ｵ) 要望事項等に対する応答内容欄 要望事項等に対する応答内容は、周辺

住民等又は被説明者に回答した内容を記入する。また、事業主と相談し

て後日回答するとした場合は、その結果を記入する。 

     なお、書面にて回答する場合は、その書面の写しを添付する。 

   (ｶ) 説明内容書を届出後、周辺住民等から新たな要望等があった場合は説明

内容書を作成し、追加提出する。 
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 (8) 周辺住民等計画説明会結果届 

説明会を開催した場合は、周辺住民等計画説明会結果届に説明会を開催する

に至った経緯を記した書類、説明会の議事録、説明会で配布した資料及び出席

者名簿並びに出席者の居住場所を表示した地図を添付し、説明会開催後、遅滞

なく届出書を提出する。 

   なお、この届出をする前に、周辺住民等の代表者に説明会の議事録（市に提

出するものの写し）を渡すようお願いします。 

 (9) 完了検査について 

   条例第６条に基づき協議を行った事業については、条例第15条に基づき完了

検査を行うこととなる。 

   工事完了届は工事の完了に併せ、市が指定する部数を検査の７日前までに提

出すること。 

   なお、公共施設等の帰属がある場合は、その必要書類等も併せて提出するこ

と。 

 (10) 手続の流れについて 別図による。 

２ 手続きの流れについて 

  別図による。 

３ 違反等に対する処置 

事前協議をしない場合、協議時に虚偽の書類を提出した場合、標識の設置をし

ない場合、周辺住民等への説明をしない場合、説明結果について虚偽の届出をし

た場合、協定の内容と異なる事業等を行なった場合、変更の協議をしない場合、

検査済証を不正な手段等により受けた場合又は使用の制限に違反した場合などは、

市長は事業者に対し必要な措置を講ずることを勧告することができ、勧告に従わ

ないときは、当該勧告に従うべき命令ができるよう定めている。 

また、命令を受けた事業者が正当な理由がなくその命令に従わないときには、

違反の事実等を公表することができるよう定めている。 

  なお、罰則規定があるので、命令に違反した場合（標識の設置をしない場合の

命令を除く）は処罰（６月以下の懲役又は50万円以下の罰金）されることとなる。 

４ その他 

 (1) この条例の規定により行った説明、説明結果の届出及び説明会開催結果の届

出は、浦安市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び浦

安市景観条例の規定により行う説明、説明結果の届出及び説明会開催結果の届

出を兼ねるものとする。 

 (2) 建築物を建築するときは、この条例の手続きのほか、浦安市下水道条例、浦
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安市景観条例等に基づく手続きが別途必要となる。 
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別表２（その１）事前協議個別協議担当課及び添付図書一覧 

 
都市計画課 

（正本） 
危機管理課 
本庁舎４F 

地域振興課 

本庁舎３F 
環境保全課 
本庁舎６F 

下水道課 
本庁舎６F 

ごみゼロ課 
本庁舎６F 

図書名 すべての事業 

防災倉庫、防災無

線及び受水槽を設

置する事業 

公益施設の用地が

必要となる事業 
すべての事業 

開発行為の許

可を要する事

業 

すべての事業 

１．申出書 ○ ○ ○ ○ △ ○ 

２．計画概要書 ○ ○ ○ ○ △ ○ 

３．誓約書 ○ ○     

４．案内図 ○ ○ ○ ○ △ ○ 

５．公図の写し ○ ○ ○  △  

６．敷地現況図 ○  ○    

７．敷地求積図 ○  ○    

８．土地利用計画

図 ○ ○ ○ ○ △ ○ 

９．造成計画平面

図 
△  △  △  

10．造成計画断面

図 
△  △  △  

11．道路縦横断図 △    △  

12．給排水計画平

面図 
○ ○   △ ○ 

13．排水接続部詳

細図 
○    △  

14．排水断面図 △    △  

15．消防水利計画

図 
○      

16．擁壁の構造図 △      

17．各種構造図 △    △  

18．緑地面積計算

書及び求積図 ○      

19．植栽配置計画

図 ○      

20．各階平面図 ○ ○  ○ △ ○ 
20 の２．廃棄物収

集施設等詳細図 ○     ○ 

21．立面図 ○ ○  ○  ○ 

22．断面図 ○ ○  ○  ○ 

23．近隣状況図 ○      

24．日影図 ○      

25．仕上表 ○      

26．各階面積一覧

表 ○      

27．登記事項証明

書 
△      

28．道路査定図の

写し ○      

29．土地所有者の

同意書 ○      

30．委任状 ○      

31．現況写真 ○     ○ 

※ 各図書については、条例施行規則別表第１（64～66 ページ）をご確認ください。 

1) ○印の書類が必要となります。 

2) △印の書類は都市計画法第 29 条に基づく開発行為に係る事業について必要となります。 
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別表２（その２） 

 
みどり公園課 

本庁舎６F 

道路整備課 
本庁舎６F 

道路政策管理

課 本庁舎６F 
本庁舎６F 

市民安全課 

本庁舎３F 
(消)予防課 
消防庁舎 

(消)警防課 
消防庁舎 

 すべての事業 すべての事業 すべての事業 すべての事業 すべての事業 
軒高９ｍ以上又は開発

地面積が10,000㎡以上

の事業 

１．申出書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２．計画概要書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３．誓約書       

４．案内図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５．公図の写し ○ ○ ○ ○ ○  

６．敷地現況図  ○ ○    

７．敷地求積図  ○ ○    
８．土地利用計

画図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
９．造成計画平

面図 △ △ △ △ △ △ 
10．造成計画断

面図 
 △ △    

11．道路縦横断

図 
 △ △    

12．給排水計画

平面図 
○ ○ ○    

13．排水接続部

詳細図 
 ○     

14．排水断面図  △     

15．消防水利計

画図 
    ○ ○ 

16．擁壁の構造

図 
      

17．各種構造図  △ △  △  

18．緑地面積計

算書及び求積

図 

○      

19．植栽配置計

画図 
○      

20．各階平面図   ○※1 ○ ○ ○ 

20 の２．廃棄物

収集施設等詳 
      

21．立面図 ○※2 ○  ○ ○ ○ 

22．断面図 ○※2   ○ ○ ○ 

23．近隣状況図       

24．日影図       

25．仕上表     ○  

26．各階面積一

覧表 
   ○ ○ ○ 

27．登記事項証

明書 
      

28．道路査定図

の写し 
  ○    

29．土地所有者

の同意書 
      

30．委任状       

31．現況写真       

3) 開発計画の内容により、上記以外の書類を提出して頂く場合があります。 

4) 設計図には、設計者の記名、捺印をしてください。5) ※1印は屋内駐車場がある場合、※2印は屋上緑化がある場合に

必要となります 
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別図１ 

条例に規定する手続きのながれ （別表第１    ） 

   計画の相談（第１号様式） 

 

   事前協議の申出（第２号様式） 

標識の設置 

  

各課個別協議開始 標識を設置した旨の届出（第４号様式） 

              

                     周辺住民等への説明 

 

各課と個別協議が整う         説明会要望無 説明会要望あり 

 

                              説明会の実施 

   各課の個別協議書提出 

                 計画説明結果の届出（第６号様式・第７号様式） 

          景観条例に基づく協定の締結（必要のある場合） 

 

   市長と協定の締結            確認書の交付（第８号様式） 

 

   許可申請等の手続 

 

   工事の着工の届出（第 18 号様式） 

  

           工事の停止の届出（第 12 号様式） 

 

           工事の再開の届出（第 13 号様式） 

  

工事完了の届出（第 19 号様式）  

 

完了検査の受検 

 

検査済証の交付(第 20 号様式）      目的となる不動産の使用開始
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個別協議事項  

※計画内容により○印のついた項目について協議等が必要となります。

詳しくは、都市計画課開発指導係までお問合せください。  

個別協議担当課 項   目 

開

発

行

為 

集

合

住

宅 

住

宅

以

外 

備   考 

都市計画課 
(庁舎６階) 

集合住宅の生活環境 － ○ －  

集会施設 － ○ － 戸数が50戸以上の集合住宅の場合 

敷地面積 ○ － － 300㎡以上の土地の区画変更の場合 

みどり公園課 

(庁舎６階) 

公園等 ○ ○ ○ 開発地面積が3,000㎡以上の場合 

緑化の推進 ○ ○ ○  

道路政策管理課 

道路整備課 

(庁舎６階) 

道路復旧・整備 ○ ○ ○  

雨水排水 ○ ○ ○  

下水道課 

(庁舎６階) 
下水道 ○ － － 

開発行為許可により下水道施設を

整備する場合 

市民安全課 

(庁舎３階) 

駐車場及び駐輪場 ○ ○ ○  

運搬計画の作成 ○ ○ ○  

環境保全課 

(庁舎６階) 

工事の施工の措置 ○ ○ ○  

電波障害の防止 ○ ○ ○ 

高さ10ｍ超の建築物その他の工作

物でテレビ電波障害の主要な原因

となるものを計画する場合 

ごみゼロ課 

(庁舎６階) 
廃棄物収集施設等 ○ ○ ○  

地域振興課 

(庁舎３階) 
公益施設用地 ○ ○ － 

戸数が250戸以上の集合住宅又は

戸数が100戸以上の集合住宅以外

の住宅を計画する場合 

危機管理課 

(庁舎４階) 

防災倉庫 ○ ○ － 
戸数100戸以上の場合・学校・特

別養護老人ホームなど 

防災無線等 ○ ○ ○ 
戸数100戸以上の場合・住宅以外 

で述べ面積1 , 0 0 0㎡以上の場合 

受水槽緊急遮断装置 ○ ○ ○ 受水槽を設置する場合 

予防課(消防庁舎） 消防施設 ○ ○ ○  

警防課(消防庁舎） 消防施設 ○ ○ ○ 
軒の高さが９ｍ以上又は開発地面

積が10,000㎡以上の場合 
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条例の手続で必要となる届出等  

 

 (1) 浦安市宅地開発事業等相談書（第１号様式） 

 (2) 浦安市宅地開発事業等事前協議申出書（第２号様式） 

 (3) 浦安市宅地開発事業等個別協議書（第３号様式） 

 (4) 浦安市宅地開発事業等標識設置届（第４号様式） 

 (5) 浦安市宅地開発事業等周辺住民等計画説明結果届（第６号様式） 

 (6) 浦安市宅地開発事業等工事着工届（第18号様式） 

 (7) 浦安市宅地開発事業等工事完了届（第19号様式） 

 

 

ここに掲げたものは、条例の手続を進める上で必ず必要な届出等です。これらの

ほか、変更があった場合、説明会を開催した場合又は事業を廃止する場合等特定の

場合のみ必要となる届出等があります。詳しくは、都市計画課開発指導係までお問

合せください。 

 

 

《問合せ先》 

都市計画課開発指導係 

電話番号 

（直通）047-712-6543 

（代表) 047-351-1111(内線 17557 又は 17558) 

F AX番号：047-353-4378 

Mail：toshikei@city.urayasu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


